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               開 会  午後２時 

 ○縣課長代理 ただいまから第36回大阪市廃棄物減量等推進審議会を開催させていただき

ます。本日は、お忙しい中、お集まりいただきまして、ありがとうございます。 

 本日の出席状況ですが、現在のところご欠席の連絡はいただいておりません。武智委員が

まだ来られておりませんが、たぶん遅れておられると思いますので、時間の都合もございま

すので先に始めさせていただきます。 

 まず、本日の資料の確認をさせていただきたいと思います。 

                （配付資料確認） 

 ○縣課長代理 それでは、本題に入らせていただきます。郡嶌会長、よろしくお願いいた

します。 

 ○郡嶌会長 皆さん、こんにちは。第36回大阪市廃棄物減量等推進審議会を始めさせてい

ただきます。 

 まず、本日の資料につきまして、事務局からご説明をよろしくお願いします。 

 ○辻課長 私から資料等の説明をさせていただきたいと思います。本日の資料は、委員の

皆さんから事前に送付いただきたいという要望がございまして、事前に送付させていただき

ました。今日は「大規模建築物にかかわる先進的な減量等の取り組みについて」をメインに

させていただきたいと考えております。 

それでは、お配りしております資料について簡単にご説明をしたいと思います。 

 まず、資料１の１ページ。これは、第35回審議会の意見等の概要でございます。ちょっと

経過を振り返りますと、昨年９月22日の第32回審議会で、大阪市における事業系ごみの減量

施策のあり方について諮問いたしまして、大阪市の取り組みの状況をご報告させていただき

ながら審議をお願いしてまいりました。今年４月22日、第32回から第34回までの審議の議論

を踏まえて、今後の論点整理を行い、大規模建築物の排出事業者の状況等についてご審議を

いただきました。そうした内容について、概要としてではございますが、大規模建築物にか

かる主な意見、さらにその他にかかわります意見として整理させていただいております。 

 論点の整理と今後のスケジュールということで、資料の２ページに移りたいと思います。

今回の審議会で審議いただきますのは、大規模建築物にかかわります減量施策について、先

進的な取り組み事例をご紹介いただいて、これまで議論してまいりました４つのことを踏ま

えて、実際にこれ以上のごみの減量・リサイクルが可能なのかどうかという問題について議

論をお願いしたいと思っております。 
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 それから、次回以降の審議会で、１つは中小零細事業者における減量施策。大阪市の特徴

といたしまして、非常に中小零細事業者が多うございます。そうしたところにつきましては、

詳細な排出実態の把握ができていないということで、何をターゲットにすべきか、減量施策

の取り組みのターゲットを絞れないという問題がございます。さらに、直営収集の10㎏未満

排出事業所が８万事業所あって、 8.7万ｔほど直営収集を行っておりますけれども、事業系

ごみの無料収集を継続していてよいのかどうか。排出者責任が不明確になるのではないかと

いう課題、それから、業者収集のアパート・マンションにつきましては、約１万 1,000件の

契約件数がございまして、約８万ｔと見込まれておりますけれども、資源ごみ、容器包装プ

ラスチックの分別が徹底されていないというご指摘もございました。これらの課題につきま

しては、次回以降の審議という取扱いをさせていただきたいと考えております。 

 従いまして、第32回の審議会で申し上げましたが、一応11月ごろを目途に事業系ごみの減

量施策のあり方についてまとめていただくようお願いしたいと考えております。今回を含め

まして、あと２、３回ぐらいでと思っております。 

  ３ページでございますが、「大規模建築物における減量施策について（まとめ）」を書い

ております。これは、本日議論いただくについての論点をまとめさせていただいております。

１～３は、これまでの経過、４の今回の論点につきましては、本日先進的な事例のご報告を

もとに、１点目はさらに対象物件の拡大は可能か、既に対象拡大した事務所ビルと事前調整

の段階で生じているという問題点が４点ほどございますので、表現させていただいておりま

す。それから２点目は、紙類とか、びん・缶の一層の資源化は可能か、それ以外にリサイク

ル可能なものがあるかということが３点、さらに４点目は、リサイクル以外の減量手法があ

るのかという課題に絞ってご議論いただけたらと考えております。 

 従いまして、本日は大規模建築物の減量施策について、３ページ、４ページに提起いたし

ました点に基づいて議論をお願いし、その前に、先進的な取り組み事例をご紹介させていた

だくという段取りになります。 

 資料２は、今回ご報告をさせていただきます大阪ターミナルビル株式会社での取り組み状

況、資料３につきましては、基本計画の進捗状況でございますので、これは先進的な取組事

例を紹介した後、議論に移ります前に、また改めてご報告をしたいと思います。今日は、そ

ういう取扱いとして、ご審議をお願いしたいと考えております。 

 もう１つ、お手元に、路上喫煙禁止地区のパンフレットとティッシュを置かせていただい

ております。すでに新聞、テレビ等でご存じのことと思いますけれども、７月から御堂筋と

 

2



中之島地区が路上喫煙禁止地区になりました。10月から、この地区につきましては過料 1,000

円が徴収されます。路上喫煙をしたらその対象になりますので、十分ご留意いただきたいの

でよろしくお願いいたします。引き続き大阪市といたしましても、10月から過料徴収という

ことになりますが、迷惑たばこをやめるという観点で全力で取り組んでまいりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

  それでは、大阪ターミナルビルさんの取り組み状況について、ご報告をいただきたいと思

います。 

 その前に簡単にご紹介しますと、大阪ターミナルビルさん、「アクティ大阪」という大阪

駅のビルでございますけれども、昭和58年に建築されまして、大阪の表玄関として誕生した

わけでございます。このビルの減量に向けた取組みの中で、平成12年には環境ＩＳＯの認証

を受けられ、さらにごみの計量システムも導入されております。この取組みには、各テナン

トさんや収集業者さんを含めて、大変なご協力やご理解が必要だったのではないかなと。ま

さに社を挙げた取り組みをなさっておられまして、減量効果も非常に大きいと思います。大

阪市としても、そういう意味では先進的な事例として審議の参考にさせていただけるのでは

ないかと思いまして、本日ご無理をお願いしたところでございます。 

 本日は、大阪ターミナルビル株式会社の山本部長様と田中課長様にご出席いただいており

ます。お時間を頂戴し、ご協力を賜りましたことを厚くお礼申し上げますとともに、早速そ

の取組みにつきましてお聞きしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 ○山本部長（大阪ターミナルビル株式会社） 皆さん、こんにちは。ただいまご紹介いた

だきました、大阪ターミナルビル株式会社の山本と、こちらは田中でございます。 

 「アクティ大阪」ということで、ビルの名前は愛称で呼んでおりますが、平素からお世話

になっておりますことをお礼申し上げますとともに、本日、こういう席で発表するようにと

いうことでございますので、喜んで発表させていただこうと思います。拙い説明になろうか

と思いますけれども、ごみの減量化の何かのお役に立てば幸いと思いますので、お引き受け

いたしたわけでございます。 

 それでは、資料に則りまして発表させていただきたいと思います。 

 まず、ビルの全体でございます。先ほどお話がありましたが、昭和58年に建てましたので、

来年で25年を迎えるビルでございます。大きさは、高さ 122ｍで、地上27階、地下４階でご

ざいます。幅が 120ｍ、横幅が40ｍということで、ほぼ箱型の建物でございます。 

 この中に、下の方は大丸梅田店という百貨店が入っておりまして、上のほうにはグランヴィ
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ア大阪というホテルが入っております。中間には、総合クリニックとして９医院と１薬局が

入っております。また、フロアーの16階と27階にはレストラン街をつくっておりまして、16

階には18店舗、27階には７店舗のレストランが入っております。駐車場が地下３階と地下２

階、地下２階から上は大丸百貨店が15階まで使っております。ホテルは、１階部分にフロン

トがございまして、19階から26階までを客室等で使っているということでございます。 

 飲食店は16階と27階と申しましたが、大丸のエリアの14階に13店舗、ホテルが19階に８店

舗、20階が宴会場となっておりまして、飲食店の店舗を合わせますと、総数51店舗でござい

まして、非常に大型の複合ビルでございます。業種もいろいろ雑多でございます。それで、

排出されるごみも非常に多く雑多であるというのが現状でございます。大体、日に約10ｔぐ

らいのごみが出て、これを処理しているということでございます。 

 ただ、ここで申しましたのは一般廃棄物でございまして、それ以外の粗大ごみとか産業廃

棄物等、廃蛍光管等ございます。また、クリニックがございますので、医療系の廃棄物も出

てまいりますけれども、これは別途処理をいたしておりますので、今回の処理のシステムで

は触れないということでご了解をいただきたいと思います。 

 次のグラフは、ごみの排出量の推移でございます。平成７年度から平成18年度までの年度

ごとの統計でございます。赤いラインが廃棄量の推移で、ここに線を入れているのは、平成

12年度の途中にごみの計量システムを入れました。それまでは廃棄量をどうして量っていた

かと言いますと、収集運搬業者が大阪市の焼却場等に搬入した時に量っていただけますので、

その数を計上していました。再資源化のグラフでございますが、それまでは再資源について

徹底して量ることができておりませんので、計量はしていないということでございます。平

成12年の年度途中で入れましたので、１年の年度を完全に計量したのは平成13年度から後で

ございます。ですから、平成12年度につきましては、一部しっかり量れていない部分がある

ので、こういう数になっているのかなと感じております。 

 そういうことで、廃棄量につきましては、平成７年から比べますと、相当減ってまいった

ということでございます。廃棄量がこういうふうになってきたのは、１つはリサイクルで、

いつごろから、どういう経緯でというのはわかりませんが、当初は、新聞、雑誌、ＯＡ紙、

ダンボール、びん、缶の６種類からリサイクルを始めております。平成10年の７月には、発

泡スチロールの減容機を入れまして、発泡スチロールのリサイクルを始めました。 

 それから、平成12年の７月から計量システムを始めまして、そのころから19品目にごみを

分けて、それぞれの量を量るようにいたしましたので、リサイクルも品目を増やしていきま
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した。そして、今までの６種類にプラスいたしまして、カタログとか包装紙、牛乳パック、

紙コップ、ペットボトル、ビニール、プラスチック、ハンガー等の再資源化に取り組んでい

きました。そして、平成14年の９月、グラフ上ではあまりはっきりと出ていませんが、食品

ごみのリサイクルに取り組んでいるという状況でございます。 

 こういうふうに廃棄量が減っている原因は、１つにはリサイクルを進めていったというこ

とがあろうかと思いますが、もう１つは、大丸の百貨店が、仕入れにつきまして、従来は衣

料等をダンボールで納品していたのをハンガーの吊り下げ納入方式に変えたということとか、

ホテル及び百貨店の飲食店等が、特に魚につきましては、調理したものを納入してもらうよ

うにしておりますので、ごみの排出量も減ってきたのではないか。この３点が大きい理由で

はないかと考えております。 

 それでは、今までの取り組みについて説明をさせていただきたいと思います。 

 初めに、私どものごみ処理の流れを参考までにご紹介させていただきます。 

 まず、大きく大丸と、ホテルと、飲食店とに分けておりますが、それぞれの場所に第一次

集積場というものを置いておりまして、そこまでは従業員等で出していただく。第一次集積

場には、大まかにびん・缶・ペット、紙、ダンボール、生ごみ、その他というふうに出して

いただいておく。それを私どもが契約いたしました委託業者の方が地下３階まで運んで、そ

こでごみを量る。店舗別と品目別に量って、リサイクル品につきましてはリサイクル品ごと

に集めて、発泡スチロールにつきましては減容機という機械を入れておりまして、ここで小

さくする。食品のリサイクルについては、もう一度再分別をやって、大体13度ぐらいの温度

の保冷庫に保管する。 

 これを、私どもと契約しています収集運搬業者にリサイクル車を出していただいて、それ

ぞれのリサイクル工場、処理工場等に運んでいただくというシステム。それ以外の廃棄ごみ

につきましては、ロータリードラムを２台入れておりますので、ここで一時的に保管して、

収集運搬業者が積み替えて、大阪市のごみ焼却場に運んでいただく。こういう処理でござい

ます。 

 写真もございます。 

 一般廃棄物保管場所ということで、責任者の名前も出しております。 

 一応計量が終わったものについては、新聞はこのかごに入れてください、雑誌はこのかご

に入れてくださいということで、それぞれリサイクルをするかごに投入していただくという

ことでございます。 
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 一次集積場にこれを置いておりまして、ここにごみを入れていただく。それをエレベーター

等で地下３階まで運ぶということでございます。 

 食品廃棄物については、ここに入れていただきます。ダンボールは大きいので、ダンボー

ルはここに、その他のごみはここに入れる。この奥にありますのは、ＯＡ紙とか紙類を分け

ておこうということで、置いているところでございます。 

 これは16階の掲示しているところですが、特に前提といたしまして、ダンボールとか発泡

スチロールとかペットボトルは納入業者の方に持って帰ってもらおうということで徹底いた

しておりますが、全部持って帰ってもらったらいいのですけど、なかなか持って帰っていた

だけないものについては、先ほどのような処理をしていこうということでございます。 

 これはロータリードラムですが、２台入れておりまして、地下３階に設置いたしておりま

す。地下３階にダストカーで持ってきて、ここから自動的にロータリードラムに入っていく

ことになっていまして、ロータリードラムは 1.5のものを１に圧縮する能力があると聞いて

おります。ここへいったん圧縮して保管しておく。積み出しは、この向こうから機械的に積

み替えてパッカー車で持ち出すということでございますので、保管場所にプラスになるとい

うことと、積み替えがよくなるのではないかということで、このロータリードラムを入れて

おります。ロータリードラムは、平成２年に入れました。 

 このリサイクル車１台にそれぞれのものを分けて、ビルから持ち出すということでござい

ます。 

 次に、発泡スチロールでございますけれども、業者に持って帰っていただいて、もう一回

再利用していただいたらいいのですが、なかなかそうもいかない。ただ、発泡スチロールは、

目方は軽いけれども容量を非常にとりますので、置き場所にも困りますし、運ぶのも非常に

大変ということで、いろいろ検討いたしておりました結果、容積を減らす機械、減容機があ

るということを知りまして、減容機を入れさせていただきました。これが平成10年７月でご

ざいます。 

 今の発泡スチロールをこの中に入れますと、砕いて、 180度から 200度で加熱いたしまし

て溶融し、それを冷やしますと、私ども、インゴットと言っていますが、断面が一辺大体11

㎝の正方形、長さが94㎝の１本になります。重さが大体９㎏ありますけれども、これぐらい

になるのにどのぐらいの発泡スチロールがいるかと言いますと、魚等を入れるトロ箱の発泡

スチロール 200個でこれ１個ぐらいに減容されるということで、これを大いに利用させてい

ただいております。ちなみに、毎日約２本程度のインゴットが出ます。これについては、プ
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ラスチックに再利用できると聞いております。 

 次は、計量システムの説明をさせていただきたいと思います。 

 ごみが出るのは同じでございますけれども、まず一次集積場のところで店名のバーコード

札、または店名をそのものに書いていただくことにいたしております。それがついたものが

Ｂ３の処理室に入ってきます。Ｂ３処理室で計量器を３台置いております。うち１台につい

ては、ダストカーごと量れる機械を置いています。機械の主要部分は、量る部分と、デジタ

ルで操作できるタッチパネルの部分と、バーコードを読めるスキャナーがございます。バー

コードについては、品目ごとに19品目のバーコードと、店舗別のバーコードを置いて、それ

を量っていただく。これもメモリーカードに記録いたしまして、１カ月ごとのデータ等いろ

いろ分析して、各テナント等に配付して資料としていくというシステムで取り組んでおりま

す。 

 これは計量システムの計量器です。ここが量る部分ですね。ここがパネル部分で、これは

品目のバーコード、これは店等のバーコードでございますけれども、それをスキャナーで読

み込む。女性が操作していますけど、こういうふうに読み込ませて量っていくということで

ございます。 

 これまでは、品目ごとにもお店ごとにも正確に量ることができませんでした。把握できて

も、大阪市の焼却施設に持ち込む時に量る、それとリサイクルの時に量るということでござ

いまして、総数としては把握できたのですが、店舗ごと、品目ごとには把握できないという

ことでしたが、これでできるようになったのが大きいということでございます。 

 これは参考に付けているバーコードで、品目ごとのバーコードでございます。廃棄ごみ、

生ごみと19品目につけて、スキャナーで読めるようにいたしております。このほかに店舗の

バーコードもございますけれども、これは省略させていただきます。これを入れましたのが

平成12年の７月でございます。 

 あとはソフト面になろうかと思いますが、ごみが年間に 3,300ｔぐらいの総量が排出され

まして、そのうちの約半分が百貨店からのごみでございます。４分の１がホテルからのごみ

で、残り４分の１が私ども飲食店のテナントから出るごみということでございまして、これ

について取り組むために、１つはＩＳＯを取得しております。環境管理に関する国際標準規

格、いわゆる環境マネジメントというシステムをつくりまして、私どもの会社といたしまし

ては、平成12年12月から、ホテルのほうは平成12年６月から、ＩＳＯを取得いたしておりま

す。百貨店の場合、ちょっと遅れまして平成15年２月から取得いたしております。 

 

7



 それぞれ目標を掲げて取り組んでおりまして、ちなみに私どものビル全体としましては、

大きく３つの環境目標を掲げております。１つは可燃ごみの排出量、もう１つは廃棄物の再

資源化率、３つ目は食品廃棄物の再資源化率、この３つの目標を掲げてＩＳＯに取り組んで

いるということでございます。もちろん百貨店もホテルも、それぞれ目標を決めて取り組ん

でおります。これがＩＳＯの取り組みでございます。 

 もう１つは、店長会という会議がございます。これは廃棄物だけでつくった会ではござい

ませんが、営業の面等々で連絡事項等もありますから、店長会を組織化しております。年４

回開いておりますが、その席上、廃棄物の計量の各種データをどんどん使いながら、「あな

たの店はこういうふうになっていますよ」ということを言って、指導いたしております。 

 それに加えまして、新規に入るテナントについては、「アクティビルのごみの処理システ

ムはこうですよ」と説明するのはもちろんでございますが、それだけでは徹底いたしません

ので、新規に雇う従業員の方々、アルバイトも含めまして、入店前教育と位置づけて、ごみ

だけではございませんが、サービスの面等もいろいろありますので、入店前に従業員の方の

教育をビルのオーナーとしてやっておりまして、その中で「ごみの処理はこういうふうにす

るんですよ」ということを従業員の方に徹底して教え込んでいるということでございます。 

 もちろん意識の向上になるかと思いますが、やはり従業員の方の意識を高めていただかな

いとどうしようもありませんので、これにつきましては、年１回、テナントの従業員さん及

び廃棄物の部会員さん等でリサイクル工場等を見学しようではないかということで、計画し

ております。 

 ちょっと申し遅れましたが、ＩＳＯの関係で廃棄物部会というのをつくっております。こ

れはＩＳＯの推進体制としてつくっておりまして、私どもの会社はもちろんでございますが、

ホテル及び百貨店、関係者等に入っていただいて、ＩＳＯの推進がどうなっているかという

のを、基本的には年３回の会合を開きまして、ここで廃棄物の処理についていろいろと話を

しているということでございます。 

 リサイクル工場の見学につきましては、昨年はＡＴＣのエコプラザを見に行かせていただ

きました。その前の年は、廃蛍光管等の中間処理を尼崎のほうでやっている会社がございま

して、実際に私どもも頼んでおりますが、そこへ見に行きました。その前は関西リサイクル

システム、その前は吹田市資源リサイクルセンター等々、リサイクル工場等を年１回は必ず

見学に行こうということでやっております。 

 もう１つやっておりますのは、大阪市が提唱いたしておりますアダプト清掃ですね。これ
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につきましても、平成12年10月から、大阪市と覚書を交わさせていただきまして、アクティ

ビルの前面、いわゆる大阪駅前について、第３金曜日に掃除をさせていただいております。

テナント等に呼びかけてやっておりますけれども、大体月40名近くの方に参加していただい

て、掃除をしているという状況でございます。 

 これは廃棄物部会の会議でございます。 

 次に、食品リサイクルの説明に入りたいと思います。 

 説明に入る前に、食品リサイクルにつきましては、いろいろ食品についての問題があった

と思いますけれども、平成12年６月に法律が制定されたと思います。そして、法律の施行は

平成13年５月。この中身は、食品関連事業者が再生利用等に取り組みなさい、平成18年度の

目標として20％は達成しなさいとなっております。 

 特に、食品の関連事業者で年 100ｔ以上排出する事業者については、これが達成していな

かったら行政が勧告いたしまして、その名前を公表したり、命令を出し、それにも従わなかっ

たら罰則が適用できるという法律になっております。 

 よく見ますと、これは食品関連事業者に義務づけている法律でございまして、ビルのオー

ナーに義務づけている法律ではないということでございますが、現実としまして、私どもの

ビルの中に51店舗の飲食店が入っておりますので、やはり法律上の義務がなくても、何らか

のシステムづくりをビルのオーナーとしてやるべきではないかというのが一方ではございま

した。 

  それともう１つは、私どもの会社の基本方針といたしまして、地球に優しいビルを目指し

ていこうじゃないかということもありましたので、食品についてどうしたらいいかというこ

とで、先輩諸氏が検討してくださったようでございます。食品リサイクルについては、飼料

にする方法、また肥料にする方法もある。あと、消滅方式もある。いろいろな方法があるの

ですが、施設面とかの条件があります。 

 私どもとしましては、地下３階をそういう場所に決めておりますけれども、ビルの中で処

理するとすれば設備をつくらなければいけませんが、そんな大きな施設は置けないのではな

いか。もう１つは、毎日生ごみが３ｔ近く出ますけれども、この３ｔの処理は相当大きなも

のになるのではないか。もう１つは、何と言いましても臭いでございまして、臭いを完全に

封じ込めるにはどうするか。と言いますのは、地下３階が処理場でございますけれども、そ

の上は百貨店の食品売場等になっておりまして、１階はホテルのフロント部分になっており

ます。また、１階と地下については、地下街が通っておりまして、通行者が非常に多い。駅
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のホームにもビルは面しているということで、臭いの問題等がありまして、やはりビルの中

で処理するのは難しいのではないか。 

 持ち出して処理するしか方法はないということで検討しておりましたところ、私どもの一

般廃棄物の収集運搬をやっていただいている業者の方が、産廃のほうの処理もやっているよ

うで、真空乾燥方式が利用できるのではないかということになりました。やり方は、生ごみ

を乾燥させて肥料の原料をつくって、肥料工場にそれを運んで堆肥化していただくというこ

とでございまして、平成14年９月から食品リサイクルを始めました。 

 フローがこれでございまして、食品廃棄物については、箸とか箸袋とかナプキンとかいろ

いろなものが交ざっておりますので、これをお店のほうで取り除いていただく。それを各店

ごとに名前とかバーコードをつけていただいて、私どもが委託しています専門の業者に地下

３階に運んでいただきます。 

 ここで、まずごみの中を見ていただく。このために、ごみは１袋大体10㎏程度にして、た

くさん入れないようにしていただいて、透明の袋に入れていただき、外から中身を確認でき

るようにします。やはり異物が相当入っているものについては、リサイクルに適しませんの

で、計量器で量ってロータリードラムへ入れます。これは結構できているなというものにつ

いては、まず量りまして、委託している業者に再度分別していただくようにしております。 

 そして、分別の終わったものを、食品廃棄物専用の蓋のきっちりできる運搬車に入れ、さ

らに保冷庫に一時的に保管していただく。これを収集運搬業者に持って帰っていただいて、

乾燥させて肥料の原料にする。ここから再度、収集運搬業者に肥料工場に運んでいただいて、

最終的には肥料になるというシステムでございます。 

 それを取り組みましたのが、平成14年９月からでございますので、年度途中でございます。

平成14年９月から３月まで、14％ぐらいしか上がっていません。この表の見方につきまして

は、これが生ごみで出したもの、これがリサイクルに出したもの、これが総数でございます

けれども、大体この程度ぐらい。率にしますと、最初は14％ぐらいしか上がらなかった。こ

れではいかんということで、第一次集積場へ私どもが行きまして、出している人々に対して

「きっちり分別をしてください」ということを指導した。それと、計量システムで量ってお

ります各店舗ごとに、生ごみを食品リサイクルに回しているデータをお配りして、率を上げ

ていただいた。今、28％まで上がっております。 

 最近でございますが、店舗ごとにリサイクルのデータをお配りしておりますので、自分の

ところの店のデータだけではなく、よその店舗までデータが見れることになっておりますの
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で、例といたしましては、自分のところがいつもずっと低かったので、一生懸命取り組んで

いかないといけないのかなということで、「どうしたらいいでしょうか」という自発的な相

談に来られる事例もあったということでございます。 

 ただ、28％までアップしたのですけれども、肥料をつくることになりますので、油とか塩

分の多いものは肥料の原料として適さないということで、これを入れないような方法がない

のか。 

 もう１つは、食品の調理ごみについては比較的分別しやすいと聞いておりますが、お客さ

んの食べ残しには爪楊枝が入っていたり、箸が入っていたり、紙が入っていたり、ビニール

等いろいろ混在しておりまして、そのままではどうにもなりませんので、これを分別して出

していただかないと食品リサイクルには使えない。この点をしっかりとやっていかないと、

この率を上げるのは非常に難しいと思っております。 

 こういう紙パック等が入っていたらリサイクルできませんので、こういうのも取り除いて

もらうことになろうかと思います。取り除いた次の、これでしたら、乾燥させて肥料の原料

になるということでございます。 

 ここにありますのは、専用のダストカーでございまして、これは蓋ができるようになって

おります。保冷庫の中にこれごとに入れて、一時的に保管しておこうと。積み出しについて

は、先ほどありましたリサイクル車でこのまま積み出していくということです。 

 再分別の状況は、テナントから出たごみはそのままではだめなので、専門の方に再度点検

していただいているというのが実情でございます。 

 これで説明を終わらせていただきたいと思いますが、ごみの減量化に私ども取り組んでい

くわけでございますが、再資源化を進めていくということが一番重要ではなかろうかと考え

ております。再資源化も、缶とかびんとか紙というのは、ほぼ高原状態に近づいておりまし

て、この高原状態を維持することが今後必要であると思いますが、もうこれ以上は上げられ

ない。そうすると、今度はやはり食品のほうのリサイクル、要は全体の３割を占めておりま

す食品リサイクルに積極的に取り組んでいかなければいけないのかなと考えている次第でご

ざいます。以上で発表を終わらせていただきたいと思います。ご静聴ありがとうございまし

た。（拍手） 

 ○郡嶌会長 どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいまの取り組み事例につきまして、まず大阪市から、コメントあるいは付

け加えることがございましたら、よろしくお願いいたします。その後、委員の皆さん方のご
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質問等をお受けしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 ○辻課長 山本部長さん、どうもありがとうございました。 

 今のご報告で、大阪市のほうも学ぶべき点がたくさんございました。例えば計量システム

の導入による正確なデータを各テナントさんに提供しておられる。これは数字が実際に見え

ますので、そのことによっての減量効果、自発的な啓発効果が明らかに出ているのかなと思

います。そういう点は、我々も学ばなければいけない。 

 しかし、こうした取組みが、果たして大規模建築物全体に適用できるかどうかという点に

ついては、いろいろ問題があるかと思いますが、例えばＩＳＯの取得は、会社を挙げた取組

みということでございますので、これは大規模建築物のそれぞれの管理者での取組みという

ことでは、我々としても啓発活動などが可能かなと考えております。 

 もう１つは、各テナントさんのご努力、ご協力が非常に必要だということではなかったか

と考えております。こうした先進的な取り組みを情報発信することによってそれぞれの大規

模建築物の管理者、所有者も気づかれ、ごみ減量への具体的な行動になっていくということ

が必要ではないかと痛切に感じました。 

 従いまして、先ほど資料１の中でお示ししましたような今後の論点にもかかわりまして、

ただいまのご報告に関しましてご質問等がありましたらお願いをして、これからの大規模建

築物の減量施策に何らかの方向性が出ればと考えております。 

 また、これにかかわりまして収集業者さんのご努力も大変だったかなと思いますので、も

しそういう点から補足する点がありましたら、東元専門委員さんからご意見もいただけたら

と思います。 

 ○郡嶌会長 それでは、委員の皆さん方からご質問等がございましたら、よろしくお願い

したいと思います。 

 ○藤田副会長 すばらしい取り組みだと関心しているのですけど、１つは確認ですけれど

も、このターミナル株式会社というのは、株主さんはどなたなのか。もう１つは、こういう

行動にとりかかろうとされた動機は何なのか。大阪市に協力したいという、それだけではな

いと思うので、おそらく自分たちの企業のイメージアップとか、何かそういうことがあった

と思います。その辺のところをお聞きしたい。 

 もう１つは具体的な問題で、おそらく技術的な問題があるからとは思いますが、やはり生

ごみ、特に食べ残した後のごみ、これを今後どうされるのか。これは、この審議会でもいく

つか話が出ているところにかかわってくると思いますが、結局、いくら集めたとしても、紙

 

12



類とかと分けて集めたとしても、実は行く場所がないという意味でのリサイクルの限界とい

うことを考えた時に、排出者側としてはどういうふうなリクエストがあるのか。その３点で

す。 

 ○山本部長 まず、１点目の株主の問題でございますが、このビルは、ＪＲの前身の国鉄

の最後の事業といたしまして、大阪駅の開発と一緒に建て替えをしたのですが、大阪の顔に

なるようなビルにしなければいけないのではないかということで、半分以上はＪＲが資本を

持っております。あと、大阪市様も出資していただいております。それと、関西の大手の銀

行及び大手産業界、関電、ガス、具体的に言いますと松下電器等も入っております。ただ、

当初は大手銀行が入っておりましたが、合併とかでちょっとややこしくなりましたけれども、

そういう状況でございまして、個人は持っていないということです。 

 ○藤田副会長 かなりメインはＪＲということですね。 

 ○山本部長 半分はＪＲで、親会社がＪＲでございます。 

 ２点目の動機ですが、私が来た時にはすでにこういうものが実施されておりましたので、

推定の域を脱しませんが、平成12年にＩＳＯを取得しておりますが、やはり地球環境に優し

いものを何らかの形でやっていかなければいけないのではないかというのが背景にあったこ

とは間違いないと思っております。 

 ３点目の、今後食べ残しについてどういうふうに進めていくかというのは、私どもも非常

に困っている次第でございます。現実を申しますと、私どもは、このごみの排出の契約等で

そこまでいっていない。ごみの種別ごとにテナントさんからお金をいただくというふうには

しておりませんで、全体でいただいております。と言いますのは、私どもが負担しているご

みの処理費をテナントさんから共益費として回収いたしておりますが、これも電気とかガス

とかを含めてやっております。ごみの種別ごとにはやっておりません。ただ、今は計量がで

きておりますので、ある程度排出した量に応じた費用負担はしていただこうということにし

ております。 

 今後、食品のリサイクルを高めていくということになりますと、将来、食品ごとの廃棄ご

みを契約してテナントさんに負担していただこうということになれば、一般ごみとしては10

㎏ 240円ですか、運搬と市の処理施設の費用がありますけれども、到底その値段ではこうい

うリサイクルはできない。堺のほうにできているように聞いておりますけれども、そこで値

段を聞きましても、数倍ではなしに、もう一桁違うぐらいの値段がいるということでござい

ますので、そこら辺ももう少し考えないと、たくさんリサイクルに回せばそれだけたくさん

 

13



の費用がかかるというのは、何かちょっと難しい問題もあるのではなかろうかと。ただ、廃

棄ごみを減らしていくということには取り組んでいかなければいけないと思いますが、その

辺の条件もクリアーしたほうが取り組みやすいのかなと考えております。 

  ○服部委員  すばらしいご報告を聞かせていただき、どうもありがとうございました。ま

た、こういうチャンスを設けていただいたことを、市のほうにも感謝したいと思います。い

くつか申し上げたいことはあるのですが、大きく３つです。 

 １つ目は、今回のご報告を聞かせていただいて、つくづくハードが大事であることと、当

然それに伴ってのソフトが大事で、それを非常に上手に組み合わせておられたというのが実

に学ぶべき点だなあと思いました。それに関しましては、今後、ぜひこういうケースの紹介

をしていただけるとありがたいし、できればうまい形で市民に伝えていただくチャンスがあ

ればいいのではないかと思います。 

 今回、大規模建築物ということで、ホテルが入り、デパートが入り、なおかつ飲食店が入

り、一番難しいケースが最初に出てきたと思いますが、例えばこの場においでの関係の方も

おられると思いますが、デパートとかスーパー、あるいは飲食店の集合施設等がありますの

で、そこで一体どのような形で行われているかを知ること、市として現状を把握することが

スタートになるのではないかと思います。これは最先端の事例であるなあと、今、承ったわ

けですけれども、同じような事例もおそらく市内にあるのではないかと思いますので、その

あたりのところ、もしアクティさんのほうでご存じであれば、またご紹介いただければとい

うことが、１つお尋ねの点です。 

 それで、今のハード、ソフトとケースの蓄積、モデルということで、これをぜひ市民にも

知らせていただきたいと思ったのですが、今回のケース全体を通して思ったのは、やっぱり

分別だなあという感を強くしたんですね。分別というのは、今回の事例でも細かくご紹介い

ただいたのを見ると、途中で改めてやり直さなければいけないので、出す時にやるのがベス

トだと。もともと私もそう思っていたのですけれども。 

 そういうことであれば、すでにおやりになっているのですが、１つはやっぱり従業員教育

ということで、テナントさんとも連携してコンスタントにおやりになっているのが非常にす

ばらしいなと思いました。もう一歩つっこんで言えば、お客がしなければいけないんですね。

食べ残しに爪楊枝を入れたり、ビニールとおしぼりを一緒にして食べ残しの上にのっけてし

まうような、そういうお行儀の悪いことをやらないというマナーが市民の中に一般化すれば、

より分別もやりやすいと思います。こういった取り組みをなさっているビジネスの場面で、
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ライフスタイルというか、市民の行動がかなり作用しているということをぜひ紹介していた

だけるといいなと思います。ちょっとしたマナーがリサイクルをより促進するし、可能にす

るというキャンペーンは、いくらでもできるのではないかと思った次第です。 

 従いまして、まずはこういった事例を事業者の方に周知いただくのはもちろん必要だと思

いますが、市民とか飲食店を訪れるお客さんに対しても周知する。従業員だけが必死にやっ

ても始まらない部分もありますし、先ほど非常に印象的だったのは、ぽんと牛乳パックが１

つほりこんであったごみがありましたね。あれに象徴されていると思いますが、ああいった

状況は、家庭の主婦的感覚だったら、即やった人間の首根っこをつかまえて、「なんでやっ

たんだ」と怒るわけですね。ところが、事業者のところではそういうことはできませんし、

従業員の人がそこまでできるかどうかは、本人がやるかの問題になってきますので、やはり

啓発しかないかなあと思います。 

 ３点目は食品リサイクルで、なかなか大変そうだなということではありますが、逆に言え

ば、消費者と市民の感性とか知識とかモラルがもう少しよくなれば、おそらく少しずつでも

進むと思うわけですね。すでにここまでご努力されていることを、ぜひ顕彰の機会を設けて

いただいて、市のほうでいっぱい褒めて差し上げるのが大事ではないかなと思います。褒め

て差し上げるチャンスがあれば、市民も知る機会が得られるわけです。今は密やかに進んで

いる。どこかでいっぱい露出されているのかもしれませんけれども、もっと学校教育の場で

も、「みんなが利用している施設では、こんな努力が日々積み重ねられているのだから、皆

さん、飲食店に行かれた時にはこんなマナーで食べましょうね」ということが当然できると

思います。 

 いろいろございますけれども、まずはハードとソフト、計量システムとかいっぱい機械を

入れられているということについて感銘を受けましたこと。２点目は、こういった分別も含

めてケースの蓄積を広く知らせていただきたいということ。食品リサイクル、なかなか難し

そうではありますけれども、切り口を違えていけば、きっとうまくいく部分もあるのではな

いかという気がしますので、ぜひこのケースを市民に広く知らせるチャンスを設けていただ

ければ。そういう意味で、顕彰の賞をつくっていただくといいのではないかなと、ふと思い

ました。以上です。 

 ○山本部長 特にお答えすることがあったかどうかわかりませんが、ほかの会社の事例は、

私どもはあまり深く承知いたしておりません。ここで発表するのも、ほかにいい会社がある

のではなかろうかなと思っていたぐらいでございますので、詳しくは存じませんので、ご期
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待に添えませんが。 

 あと、分別でお客様の負担どうこうというのは、お客様にやっていただければ非常にいい

のですが、あわせまして先ほど説明しましたように、私どもに入っておりますのはテナント

でございまして、 100ｔ以上を出している食品事業者が相当数、私どもに入っているテナン

トには入っていると思います。51の中でホテルと百貨店の直営がございますので、それはそ

れとしまして、それ以外でもテナントで入っていると思いますが、そこらの会社からの動き

が私どもとしてあまり見えない。 

  と言いますのは、私ども、システムをつくりまして、月々、食品リサイクルをこのぐらい

やっておりますよとお店に渡しておりますが、そのデータを会社、本社等が全部使って、私

のところはこのぐらいに上がっていますよというのが見えればいいのですが、そこら辺が見

えていない。本当に食品関連事業者がこの点について、どの程度の力を入れて取り組んでい

るのかというのが、私どもには見えない部分がございます。もし一生懸命取り組んでいるの

であれば、私どものデータを本社は当然欲しがるのではないかと思いますけど、そういう話

がちょっと聞こえてこないということでございます。そうでないと、やっぱりお客さまに対

する負担は非常に難しい。 

  ただ、大丸は職員食堂を持っていますが、ここはお箸等は割り箸ではなしに洗って使える

もの、できるだけ残さないように適量が選べるようにしておりますし、食べ終わったら、従

業員が箸とかを全部分けて置くようにしておりますので、それはお客さんではございません

けれども、従業員食堂等々ではそこまでやれるのかなと思っております。以上でございます。 

  ○郡嶌会長  時間の関係もございますけれども、事業者及び東元さん、ご感想でも構いま

せんので。 

 ○東元専門委員  相当苦労されているなというのが、ありありとわかるのですけれども、

かなり古くから分別を強化されているということで、私も業者の１人として非常に関心があ

ります。こういう品目を見れば、なるほどこれだけのことはできるんだなというのが結構想

像できるのですが、私も、実際に収集されている業者さんはよく存じているので、車が出入

りしているのも見かけたりしますが、やはりこれだけのことをやるお互いの手間、いわゆる

排出される側の手間として、例えば人がどれぐらいかかっているのかとか、あるいはこれだ

けのことをするのに、例えば何人で一日中こういうことをやっておられるのかというのがわ

からない。 

 一方で、処理する側の立場とすれば、何回ぐらい車を走らせているのか。正直言って、昭
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和58年に創業された折というのは、おそらく大半ごみという形で処理をされていたのが実情

だと思います。そうすると、４ｔパッカー車が満杯になれば捨てに行って、まだ残っておれ

ばもう一回来て回収するみたいな作業になっていたと思います。それが、こういう形で分別

あるいはＩＳＯをやられたことで、おそらく１社の業者さんがやっておられるのかなと私は

勝手に推測をしてるのですけれども、これだけの品目のことをやろうと思えば、処理業者だ

けではなくて、例えば再生業者もそこに参画されて、一緒に何か共同作業をやっておられる

のか。日常的な運営といいますか、その辺のところをもう少し教えていただけたら。 

 それと、一番関心があるのは、本当にこれだけのことをやろうと思えば、かなりコストが

かかっていると思うんですよ。設備の面もそうですし、人的なものも含めて、「いくらです

か」ということではなくて、これをやられてから正直なところコストが何倍ぐらいになった

のか、参考までにお聞かせいただけたらありがたいのですけど。よろしくお願いいたします。 

 ○山本部長 十分なお答えになるかどうかわかりませんが、ごみの収集・運搬については、

１社に委託しております。リサイクルごみについても、その会社のほうで運んでいただいて、

それぞれのところに売却なり、持ち込んで処理していただくということになっておりますの

で、別途契約等はいたしていないというのが実情です。１社で協力していただいているとい

うことです。 

 量的に言いますと、パッカー車が日に大体３台程度出ております。それと、ダンボールが

相当の量になりますので、ダンボールで１台、あとはリサイクルで１台ということで、日に

５台程度の車が出入りしているというのが実情でございます。 

 費用につきましては、ちょっと細かなデータは持っておりませんが、先ほども申しました

ように品目ごとの契約にはいたしておりませんので、ずっと今までの流れ等がございまして、

全体でなんぼということになっております。経済状態によって費用の契約の改定は当然あり

得る話でございますけれども、品目ごとにしていないので、相当その中ではカバーできてい

るというぐらいの説明で、大幅には変えていないということでいいですか。 

 ○小川委員 なかなかこういうのは難しい問題だと思いますけど、１、２点、ちょっとお

聞きしたいことがあります。排出されたもののお金の負担ですけど、大丸とかホテルとか飲

食店等がありますが、そういうところにはどういう形で負担を請求されるのかなというのが

１つ。これは共益費みたいなことで一括されているのかもしれませんが。 

 それから、これだけ計量までしてやっているということは、非常に詳細なデータが集まり

ますよね。そういうものの行き先といいますか。大丸さんなら大丸さん、ホテルならホテル
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に、データをお渡しになるわけですね。そういうものがどういう取扱いをされるのか。わか

ればちょっと教えていただきたいなと思います。 

 ○山本部長 テナントさんからどのように費用を徴収しているかということですね。電気、

ガスについては、自分の店の中で使っているものについてはその店に負担していただきます

けれども、それ以外の共用部分の電気、ガス、水道等の費用、それとごみに要する費用につ

いては、開発者のオーナーが負担するのではなしに、すべて入っている方に負担していただ

こうというのが基本的な考えですね。 

 問題は割合ですが、ものによっていろいろ違うと思いますが、電気、ガスについては、そ

れぞれのところで細かい計算があるようでございますので触れません。ごみにつきましては、

ごみの排出総量に占める割合に応じてそれぞれで負担していただいているということで、よ

ろしゅうございますでしょうか。 

 ○小川委員 総量で？ 

 ○山本部長 排出総量を各テナントごとの排出量で割ったら比率が出ると思いますけれど

も、その比率に総数の金額をかければ、当然出てくるのではないかと思います。ただ、先ほ

ど言いましたように、細かな品目ごとに量っているのに、細かな品目ごとには分けておりま

せんということです。 

 ○小川委員 データは？ 

 ○山本部長 データにつきましては、店長会等で利用して、年に４回配る。それは、もち

ろん説明しながら配っております。それ以外に、毎月のデータをそれぞれのテナントさんの

手元に配っております。それをそれぞれで活用していただく。私どもに入っているテナント

につきましては、店長会等でいろいろ指示したりできますし、ホテルさんと百貨店さんにつ

いては、それぞれでごみの廃棄物責任者等の体制もできておりますので、そこの中で従業員

及びテナントさんを指導していただいているということです。 

 ○今岡委員 質問というより、私も大丸の人間でございますので。 

 確かに梅田店の場合は、今おっしゃったように非常によくできているわけなんですね。こ

れに近い形で今やっていますのが札幌の店で、新しい店ですので、こういったインゴットの

製造機もすべて地下にございます。そういった中で、総量の把握と、各テナントごとのごみ

の把握、特に食品リサイクル法が入ってきていますから、それぞれのレストラン等でどれぐ

らいのごみが排出されているか、それをきちんと把握した上で動いているというのが実情で

ございます。 
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 いただく資料がどれぐらい社内で活用されているかということにつきましては、私も本社

にどれだけ上がっているのか、ちょっとわからないのですけど、梅田店にも衛掃委員会とい

うのがございますので、そこの中でごみの総量の規制といいますか、なるべくごみを少なく

しようという運動もしております。そういった中で「下がっているね」といったことはたぶ

んあるのではないかと思っております。 

 同業他店さん、例えば阪急さん、阪神さん、それぞれにホテル等がございますので、ごみ

の把握はしようということで動いておられるのは間違いないと思います。ただ、コストとの

兼ね合いでどのようになっているのかというのは、私も知らないわけではないんですが、間

違いなくコストは大分かかっているのだろうなという記憶がございます。以上です。 

 ○郡嶌会長 どうもありがとうございました。まだまだご質問があるとは思いますけれど

も、時間の関係で、質問等はこれにて終了させていただきたいと思います。 

 本日は、大阪ターミナルビル株式会社の山本様、田中様、御社のごみ減量リサイクルの事

例をご教示いただきまして、どうもありがとうございました。（拍手） 

 引き続きまして、本日の議論を再開させていただきたいと思いますので、事務局から資料

の説明をよろしくお願いいたします。 

 ○辻課長 山本部長様、田中課長様、どうもありがとうございました。お二人様につきま

しては所用のため、これでご退席されますので、よろしくお願いいたします。 

 引き続き、資料のご説明を申し上げます。 

 今日は、ただ今のご報告を踏まえまして、資料１の３ページ、４ページを基に、さらに大

規模建築物のごみ減量施策について、いかなる手法と課題があるかということについて絞っ

たご議論をお願いしたい。 

  １つのポイントは、対象物件の拡大が可能かどうかということでございます。平成19年度

から取り組む問題として、事務所面積 1,000㎡以上の建築物について減量指導対象を拡大し

ていくということを言っておりましたけれども、事前にビル側と調整をいたしますと、いろ

んな問題が生じてまいります。今までは大規模物件でございましたが、 1,000㎡以上になり

ますと、テナントが入っているビルが多くて管理体制が確立していないという問題とか、廃

棄物管理責任者を求めても、ごみの分別・減量方法など社内での体制が徹底されていないと

か、ビル全体のごみ量が把握されていないといった問題がございます。また、ごみの保管場

所が確保されていないという問題がございまして、こうした問題をどうクリアーしていくか

が、今後の大きな問題かなと思っております。 
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  さらに、２点目の論点としては、びん、缶、紙類について資源化が可能かということです

けれども、ほぼ今のところ、ご報告でも、おそらく天ではなかろうかと申されておりました。

従って、そういうものをさらに拡大を図るのかどうか、もうこれ以上は無理だということに

するのか。 

 ３つ目は、びん、缶、それ以外の問題について減量、資源化の可能なものがあるのかどう

か。先ほど食品廃棄物の報告がございましたけれども、費用対効果という点からどうか、さ

らにリサイクルルートの問題、それから食べ残しについては、塩とかが入っていることから、

肥料としての利用はだめだというご報告がございました。それ以外にも、品質が非常に多種

多様で、前回の議論でも出ておりましたけれども、その他の紙とは何か、コーヒーカップ、

紙カップみたいなものがありまして、リサイクルをするにしても、必要数を確保することが

できるのか、といった問題がございます。 

 それから、それ以外の手法として減量手法があるのかどうか。大阪市の場合は、リサイク

ルを増やしていくのも大切ですけれども、できるだけ発生抑制をする、再使用をするという

ところに力点をかけてまいりたいと思っておりますので、廃棄量そのものを減らしていくと

いう術はあるのかないのか。そんな点につきまして、いろいろご議論をいただけたらと思い

ます。 

 先ほど服部先生からもご意見として出ておりましたが、市民の方にも先ほどのご経験を周

知すべきではないかという点につきましても、これは非常に先進的な取り組みとして、今後、

大阪市が活用すべき方策として、啓発、周知といったことがあるのではないか。その辺は１

つの方策として大変重要な点かなと思っております。従いまして、そういう点につきまして

ご議論をいただけたらと考えております。 

 あと、最後に時間がありましたら、資料３の進捗状況につきまして簡単にご報告をしたい

と思います。先ほどの論点で集中的なご議論をお願いしたいと思います。 

 それともう１つ、この議論にかかわりまして、第35回の審議会資料の中で、今日は配布い

たしておりませんが、横浜市と名古屋市の政令市のごみ量の経過、昭和35年からのごみ量の

推移を示した資料がございまして、事業系ごみの凡例のところ、自己搬入と請負のところで

若干凡例が違っているのではないかというご指摘がございました。そのご指摘どおり、あの

表を見ると間違う部分がございますので、凡例を正確な形に戻したいと考えております。ホー

ムページ上に具体の資料が出ておりますので、それを訂正するということでご理解をいただ

きますよう、よろしくお願いしたいと思います。 
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 ○郡嶌会長 それでは、今、ご説明をいただきました４つの論点を中心に、ご議論をよろ

しくお願いします。 

 ○小畑委員 ４つの中で②と③ですが、先ほどのご報告を聞いて、非常にご努力されてい

るなあと関心したのですが、あの中で１つ気になりましたのは、肥料にするだけでも大変だ

と。しかし、もともと食品リサイクルにつきましては、肥料・飼料は限界があるということ

もずっと言っておられまして、昨年出されました食品リサイクルのまとめでも、もう肥料・

飼料は販路として限界であるということがはっきりあらわれていますし、あとの方向として

はバイオマスが進めば何とかなるのではないかと。そこに一縷の望みをつないでいます。 

 バイオマスリサイクルについては、非常に多くの残渣が出るということで、報告の中でも、

いわゆる食品リサイクルのためのリサイクル施設と、残渣の処理をする施設もつくるという

ことになってくると、これは大変な費用がかかってきて到底無理であるということですが、

市町村は焼却施設を持っておられますので、残渣の処理はできるという立場から、今後のバ

イオマスのリサイクルについては市町村との連携が必要ではないかという指摘が確かあった

と思います。 

 紙・缶・びんというのはかなり限界に近づいていると思いますので、これからはごみの中

で３分の１ぐらいある厨芥類をどうリサイクルするかが一番大きなポイントだと思います。

それについては飼料・肥料がある程度限界ということであれば、バイオマスによるリサイク

ルを促進すべきですが、先ほどもちょっと気になっていたのは、肥料の場合、まだそこそこ

の委託料で済みますが、バイオマス・リサイクルの費用は肥料等の数倍から一桁違うと言わ

れますと、その料金でリサイクルするというのはなかなか難しいと思います。今後、この分

野について、自治体あるいは業者、あるいはいろんな人が力を出して、バイオマスのリサイ

クルをどう進めるのか、ここに重点を置いてやっていくべきだと思います。 

 前にもちょっと言ったことがありますが、食品リサイクル法につきましては、この６月に

法律も成立していますので、やはりこれを受けてバイオマスについてのリサイクル施設をもっ

といろいろと実証プラントをつくったり、あるいは研究していくということが絶対必要では

ないかなと思います。そういう点の努力をこれからする必要があるのではないでしょうか。 

 ○郡嶌会長 他にございますでしょうか。 

 細見先生、少し早めに出られるということで、ご意見いただけましたら、よろしくお願い

します。 

 ○細見委員 今回の論点のところで、私も、②も③もそうかなと思いますが、④あたりが
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大切になってくるのかなと現状では思うんです。市民の間でも、④の再生、発生抑制をどう

するのかということになってきますと、やはり市のほうがこういうことについてどう思うの

かというより、行政の指針を明らかにするとか、少し率先して民意を盛り上げていくという

か、そういうことがこれからは必要になってくると思います。 

 今日、喫煙禁止ということで各新聞社にも載っていて、ちょっと遅いけれども、やったの

かということで、たぶん市の姿勢としては非常に肯定的にとらえられていると思うんですね。

こういうような訴え方を、廃棄物行政に関してもやっていくことが必要だと思います。です

から、顕彰制度とか、褒めて育てていくとか、いい芽を率先して育てていく。そういうよう

に、廃棄物行政が少しええ格好をして、前面に出ていくんだというような意思統一を図って

いただきたいなと思いました。以上です。 

 ○郡嶌会長 他にございますでしょうか。 

 細見先生もおっしゃったように、排出抑制ということがかなり重要だと。そうすると、そ

れで事業者が取り組めるようなもの、例えば容器関連から言うと、先ほどおっしゃったよう

に紙コップが多いと。今、自動販売機の中でも、次第にマイカップの形で、紙カップが出な

い分だけマイカップだったら少しは増量してくれる、本人も得をするという形でやっていけ

ば、初めから発生しないですよね。そういういくつかの細かないろいろな取り組みを重ねて

いくしか、おそらく事業系というのはないだろうと思いますので、そこらも少し事例的に集

めていき、そしてどこではこういう形の取り組みをしているからという形で、横展開でいろ

いろな事業者に対してやるというのも１つだろうと思います。 

 ○花嶋委員 こちらで 1,000㎡以上の延床面積に対象を拡大したということですけれども、

先ほどのお話を聞いていても、ごみの話をきっちりできる建物というのは、たぶん違う意味

でもしっかりしているのではないか。例えば、今、いろんな意味で問題になっている安全と

いうことから見ても、ごみがしっかり管理できている建物は、ある意味、とても安全なのか

なあという気がいたします。これを見ていると、逆に言うと、ごみの契約もぐちゃぐちゃで、

どこがどれだけ出しているか、どうなっているかが把握できていないというのは、たぶんビ

ルの管理としてもあまりきっちりされていないのかなと。 

  これは、この委員会の範囲を逸脱するのかもしれませんけれども、市民としては、先ほど

の路上喫煙の話ではないですけれども、安全とか安心とか防災というようなこととあわせて、

ビルがしっかり管理されているということが求められていると思います。ごみだけではなく、

ほかの部局と連携して、しっかりと把握された建物を増やしていこうみたいな連携ができた
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らどうかなということを非常に感じます。先ほどの事例紹介を見ていると、違う意味でもと

ても安全そうな建物なんだなあというのを感じたものですから、逆に小さな建物でも、ごみ

の管理も防火の面も、またそのほかの犯罪についてもしっかり管理できているような建物が

市内に増えればいいなあと思いました。 

  ○藤田副会長  個人的にはごみ有料論者ですから、無料で処理されている事業系ごみに何

か負担をかけるべきではないかというのは賛成で、それはなぜかと言うと、今日のターミナ

ルビルの話で、最初の図を見ていて、たぶんそうだろうと想像しているのは、平成12年に取

り組んで、先ほどの話からいけば排出料、いわばコストを排出者で負担するということにな

れば、今岡さんも言われたように、「できるだけごみを出さないようにしてください」とせ

ざるを得ない。これはコスト減にかかわるわけですね。そうしますと、平成14年ぐらいから

しっかり横ばいになっているということは、減量につながっているなという気がします。前

向きに市としても有料化を考えるべきだろうという気はしています。 

  それともう１点は、これは辻さんが困るかもわからないけれども、今回まとめてください

とは言いませんけれども、これも私の持論ですが、やはりぼつぼつ、部局が違う下水道と、

生ごみとがバイオマスという共通化した資源であるとすれば、少なくとも何らかの形で同じ

ような対策はとり得るのではないかという気はします。 

 と言うのは、基本的には、下水道の中に生ごみを投入しても、ルール上はあまり問題はな

いところまで来ているはずなんですね。そうしますと、今言われたリサイクルに回らない部

分のごみをそこへ持っていく。ただし、コストをどうするかという問題は別にあるとは思い

ますけれども、おそらく私の知っている範囲では、少なくとも民間に出すよりはコストダウ

ンできるだろうなという気はします。 

 今回書かれるか、あるいは次の段階でバイオマスを取り上げて、生ごみを例えば下水の汚

泥と一緒に処理をすることも検討するというぐらいにはやっぱりやっておかないと、少なく

とも今までの議論でありますように、最後はリサイクルのルートがどこかで途絶えてしまう。

技術論の問題にもかかわってくるのではないかという気はしております。これが意見です。 

 それと、まさに郡嶌先生が言われたように、発生抑制、再使用。特に発生抑制のところで

すね。ここは、３Ｒを一体化して見て、生産から消費までを考えない限り、我々が物離れが

できるのかと言われると、たぶんできないだろうなと。極端に言うと、我々年寄りだと、と

てもじゃないけど 100円を払って麦茶を買う気はしないけれども、今の人だと平気なんです

ね。そこが違う。残念ながら、やっぱり世代が違うんだなという感じはします。 
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 ○郡嶌会長  今、藤田先生がおっしゃったように、大阪ターミナルビルの取り組みを見て

いくと、ごみの発生量そのものはいろいろな努力によって減ってきている。それとともに、

再利用率のほうはある意味では上がってきている。それを足すと、大体横ばいなんですね。

ごみは減っているけれども、リサイクル率を上げて、そして今日おっしゃったように運んで

もらうのは同じ業者ですよと。だから、全体として、リサイクルした分とごみとして処理す

る分はほとんど安定的になっている。 

  そうすると、問題は、そういう形のものをさらに下げる意味で、藤田先生がおっしゃるよ

うな形のリユース、あるいはリデュースということをどう考えるかというのが１つですし、

もう１つは、料金体系の中でどう考えるか。そこがおそらく議論していかなければならない

ところだろうと思います。こういう事業系のごみは、３Ｒに基づいて、どういう形でやって

いくか、どういう手法があるのか。そういうところがおそらく重要な意味を持ってくるだろ

うと。 

 リサイクルも、これの中ではかなり取り組んで一生懸命やっている。そうすると、リサイ

クルの中で生ごみをどうするか。今、藤田先生がおっしゃったように、どういうリサイクル

をするのか、そこらが１つの論点になってくるだろうと思います。 

 ○服部委員 先ほどと重なるかもしれないですが、今回の論点の①について、いい表現が

思い浮かばないのですが、１つお願いがあります。対象物件の拡大は可能かという課題です

が、営業をしていただいたらいいのではないかなと思います。営業というのは変な言い方か

もしれませんが、これによりますと、新たに対象となった事務所ビル 1,000㎡以上における

課題があるということで、これは難しいということですけれども、中にはできているところ

もある。逆に言えば、できていないところに、「こういうふうにすればいいんじゃないです

か」というご提案とか、やり方のご紹介とか、大変なことになるかと思いますが、個別営業

をしていただくと、そういうところから実現していくのではないか。 

  各世帯に営業をかけるのは相当単位が多いので大変ですけれども、 1,000㎡以上ですと、

多少なりとも効率がいいのではないかなと思うので、啓発のパターンとして、市民全体にか

けるということもありますが、今回、ターゲットが逆にはっきりしていて、できているとこ

ろも中にはある。課題があるということは、できているところもあるわけですね。そのでき

ている事例をご紹介していただきながら、営業努力的なことを市として進めていくのも１つ

ではないかとちょっと思った次第です。 

 ○郡嶌会長 そういう意味から言うと、省エネ診断というような形で、今、リタイアした
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人たちで、かつて企業の中で省エネを一生懸命進めたノウハウを持っておられる方がいらっ

しゃるわけですね。同じようにごみの減量についても、おそらくノウハウを持っておられる

方がいらっしゃると思いますので、できればごみ減量推進員という形の事業系版ですね。そ

ういう形で、そういう知識を持った人を何人か任命して、大阪市全体がやるのは大変な部局

になりますので、そういう人たちと一緒に、どういうところでごみが減ったらいいのかとい

う指導をされていくとか、あるいはそういうノウハウを事業所に知らせるという形の営業で

すね、まさにそういう形が必要だろうという気がします。 

 ○宮川委員 ②のびん、缶、紙類の一層の再資源化は可能かということで、資源化率８割

から９割となっていますけれども、前回いただいた資料で、同じ紙の再資源化でも、その他

の紙でしたら 7.4％、ＯＡ、ＯＡ以外とかでしたら66～70％ぐらいしかされておらない。ダ

ンボール、新聞関係は８割から９割いっていますけれども、ここら辺はまだまだ小さな積み

重ねが必要かと。特に劇場とかの再資源化率は、紙も非常に低いということ。 

 確かに厨芥ごみは、コストをかければ先ほどのターミナルビルさんみたいにリサイクルは

可能ですけれども、バイオマス云々というお話もあったのですけど、事業者としてどこら辺

まで出せるか。やっぱり経営として成り立たないといけないので、できればそういうルート

の開発が必要かなということ。あと、リサイクルというのは一番お金がかかりますので、基

本的には発生抑制をどこら辺までやるか。自動販売機でマイカップというお話がありました

けど、滋賀大学ですかね、10円安いという自動販売機もありますので、そこら辺の啓発とか

情報の提供が必要かなと思われます。以上です。 

 ○東元専門委員 資料１の３ページ、４ページのいろんな項目の中で、我々の日頃収集し

ている実情から考えるのですけれども、 3,000㎡から今 1,000㎡まで下りてきているという

ことで、大阪は本当に面積の狭いところに細長いビルを平気で建ててしまうようなまちなの

で、30坪の延床が10階あれば 1,000㎡になってしまうということで、そういうところも今回

対象になっていきますよと。それをさらにもっと下までということになると、正直言って、

最初に建物を設計する、建築をする段階で、ごみの処理ということも十分織り込んでやって

いかなかったら、なかなか難しい問題が現実にあるんですよ。 

  例えば「どこへ置いとくんですか」とか。この間から名古屋とか横浜の例がよく出ていま

すけど、大阪市は道がすごく狭いですよね。だから、本当に理想論ばかりで進めていこうと

なれば、大阪市のまちづくり全体から設計し直していかなかったら、おそらくそういう理想

には近づけないのかなと。ただ、現実を考えるということになると、「じゃあ、やらなくて
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もいいですよ」ということではないとは思います。と言って、もっと下へ下へ裾野へ広げて

いくことで、果たして資源化率が結果としてよくなるのかなと言うと、ちょっと難しい問題

がありますね。 

 我々が夜間あるいは昼間収集する時に、一方通行が非常に多いので、ゆっくりと車をとめ

て回収するなんていうことはまずできないですよね。そういうことからすると、どうしても

大きいところが先に目について、大量排出者からやっていく。それと、大阪市でも現に大き

なものを建てられる時は、ごみの集積場とか分別の保管庫というのを指導されていますが、

今すでにある古いビルについては、そういうのがありませんので、そこまで全部徹底してい

くというのは、現実、非常に難しいのかなと。 

  それと、先ほどおっしゃった紙類、缶、びんの一層の資源化は可能かということで、確か

に資源化率が８割、９割というふうに聞くと、これ以上はもうできないのかなと受けとめま

すが、そうではなくて、実際に実施されている割合はどうなのかということを我々考えると、

実施率が果たしてどれだけあるのか。やっているところはやっているけど、やってないとこ

ろもありますよと。そういうことで、我々の業界のことを少し参考にしていただきたいと思

います。 

 すでに市政だよりなんかで大阪市から一般市民あるいは事業者にも言っていると思います

が、来年の１月から大阪市は、指定袋ではなくて透明袋、中身の見えるごみ袋で出してくだ

さいよというのがスタートするんです。これは、我々が回収しているアパ・マン、あるいは

事業系も、当然そういう対応になっていきますので、おそらく出される側としては、何かし

らの意識が働いてくるのかなと。 

 そういうことを想定すると、まず、びん、缶、ペットも、まだごみの中に交ざっていると

いう実態があります。確かに食品やプラスチックのリサイクルをしようというのもいいです

けれども、もっと身近なところで、本当にリサイクル率の非常に高いこういうものを積極的

にやれば、当然ごみの減量にもかなり寄与できるのかなということで、今、私たち協会のほ

うから大阪市さんにもご提案を差し上げて、大阪市は焼却工場が10工場ありますけど、そこ

に我々が自主的にコンテナを置かせていただいて、そこへどんどん集積をしていって、自主

回収したものを我々の手で選別・リサイクルするということを、今、積極的に提案をさせて

いただいたりもしています。 

 そういう意味では、ある程度手間もかけていかないといけないということで、我々も集団

回収ができるようなシステムとか、効率よく回収できるシステムとか、そういうこともいろ
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いろと考えたりもしていますので、もし今後、この審議会に反映できるようなことがあれば、

積極的に意見をさせていただきたいと考えています。 

 最終的には、どうしてもやっぱりコストなんですよね。生ごみの話がよく出ていますが、

こういう話もよく大阪市さんとするんですけど、大阪市の焼却工場というのは、とにかく全

国でも有数の技術と、数についても日本一だと思います。この立派な工場が、このままごみ

が減っていって何となく寂しくなっていくのはどうなのかなと。そういう意味では、せっか

く焼却している余熱を利用して、せめてごみの乾燥とか脱水的なことを大がかりなことでで

きないのかなと。 

 やはりこれぐらいの話になってくると、民間レベルで対応していくのは非常に無理がある

と思います。ですから、我々のノウハウと、大阪市さんの技術とある程度経済的な負担とい

いますか、そういうものをうまくマッチさせて、何か連携協働、最近よくある公設民営みた

いな形でやっていければ、もう少し何か道が開けていくかなという気はします。そういうこ

とも今後積極的にお考えいただけたらということで、少し意見をさせていただきます。 

 ○中根委員 先ほどから食品の処理の問題が出ていたと思います。その時に、いわゆる残

飯は、塩分とか油とかいうことで非常に処理しにくいという話がありました。それについて

は、先ほど藤田先生からもありましたように、いわゆるバイオマス化の場合にはそれを一括

してやるという方向にいかざるを得ないだろうと思います。下水処理場の処理汚泥と一緒に

なるということもあると思います。 

 ただし、このごろ、ディスポーザーなんかで下水に流せばいいじゃないか、そしたら運搬

も一緒にできるということもあると思いますが、あれをやると下水管が詰まったり、下水処

理場の能力がパンクして、例えば大水の時に未処理のものがザーッと河川に流れ出すという

問題が今でも起こっていますね。ですから、そういうふうなことがさらに拡大されるという

ことですから、それは別のところで処理しなければいかん。その時には、今、東元さんが言

われたように、ごみ処理場が余ってきたら、そういうものを処理するところに変えていくと

いうことがあると思います。 

 ですけど、それよりも発生を抑制するということから言いますと、大丸では、食品を余ら

さないようにするということを言っておられました。今、実際に小学校でも、随分残飯があ

るんですね。結局、子どもが食べ残しているわけです。食べ残すのだったら、大丸のように、

初めから少なく、その人が選べるようにするとか、食べ残さないということをもう一度学校

で教育したらどうか。一般のところでも食べ残しをしないように、選べるような形のＰＲを、
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それこそ広報でやってもらうとかして、食品をつくるところでの残渣というのは出るとして

も、いわゆる残飯を減らすという取り組みをもっと公的にやっていく必要があるのではない

かと思います。 

 ○郡嶌会長 おっしゃるとおりで、ただ問題は、随分お年寄りが多くなり始めて、スーパー

とか百貨店とかで個食化し始めているんですよね。小さくすれば、それだけ今度は包装が増

えてくる。一方を減らせば一方がというのがあって、これも難問がいろいろあります。やは

り食べ残さない、あるいは買ったものは、冷蔵庫に食べさせるのではなくて、我々の口の中

に入れてしまうという形のことをやらなければいけない。あんまりそれをやりすぎますと私

みたいに太ってきますので、これもまた大きな問題だなと。なかなか悩ましい問題でありま

す。 

 他にいかがでしょうか。 

 ○小川委員 今の状況をいろいろ聞いていると、やはり今減らしていこうということにな

れば、 1,000㎡以上に拡大するというふうに具体的に対象物件を増やすことが一番近道のよ

うな気がします。将来、技術を開発してとか、新たに投資してとかいうのは、いまだそれが

できていない状態なので、それはそれとしてやっていただくにしても、今すぐ効果的にやれ

るという分は、やはり対象物件を増やしていくということにならざるを得ないのかなと思い

ます。ただ、 2,000㎡から 1,000㎡にした時に、なんぼの対象が増えるのか。前にも説明が

あったかもわかりませんが、覚えてませんけど、例えば50％増えるのであれば、それはぜひ

ともやらなければいけないだろうし、 1,000㎡にすることによって10％しか増えないのなら、

そこまでする必要はないという気がします。 

   1,000㎡以上のビルといったら、ここで今、おそらく 200㎡か 250㎡ぐらいでしょうから、

これの４階建てぐらいのビルですよね。そういうところのビルを本当に対象にしていいのか

というのは、多少イメージ的にわかりづらいところがあるかもわかりませんが、圧倒的に対

象物件が増えるのであれば、それなりにやる必要はあると思います。ただ、グレードは 2,000

㎡の時と 1,000㎡の時と若干落とすにしても、やる必要はあると思います。 

  ここに書いてあるように、管理体制が確立していないビルが多い。これは、ある程度、規

則なり法令なり条例なり、何らかの網をかけないと、おそらく前へ進まないので、そういう

ことはやっていかざるを得ないのかなと思います。そうでないとまったく前へ進まないし、

おそらく行政の方が出向いていっても、だれも相手にしてくれません。きっとそんなことに

なると思います。そういう管理者を決める義務化といいますか、条例なり規則なりをつくっ
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てやってもらわざるを得ないのかなと思います。 

  我々の会社であっても、例えば営業所なんかでは小さいビルに入っているケースもありま

す。そういうところで、ＩＳＯとか、社内の管理体制上、どれだけのごみを出すとか、電気

の使用量はどうだとか、いろんなデータを集めるんですよね。その時に、そのテナントビル

のオーナーというか、ビルを管理している部署が非常に曖昧だと、そういうデータも集まら

ないし、どうしていいのかわからないということが逆に起きてくる。その辺のところはきっ

ちりやっていくという方向がいいのではないですかね。 

 道路の収集のこととか道幅のこととかいろいろありますけど、私らの会社でビルを建てる

時、すべての法律と言ったらおかしいですけれども、設計をする時には、１つ１つ行政に出

向いていって、どういう条例があって、どういう規則があって、どういう届出をしないとい

かんかというのを、１個ずつチェックしていってやるわけですから、ある程度の規則ができ

てしまうと、自動的にそういうことがなされていくわけです。それが今の法律に基づいた世

の中なので、ある程度規則を決めてやったら、それなりに流れていくような気がしますけど

ね。その辺を攻めないと、おそらく減量化率とかリユースの率とか発生抑制とかいうことは

進まないと思いますね。今まで聞いている中では、そんなことを思いました。 

 ○郡嶌会長 皆さん方のご意見をいただき、また一番実態を知られている東元さんのお話

を聞くと、 1,000㎡を一律にやるのがいいのかどうかですね。そういう面から言うと、業種、

業態が違うし、宮川さんもおっしゃったように、業種によっては紙についてはリサイクル率

もばらつきがある。そういう業種、業態を見ながら、実態を見ながら、一律にやるのではな

くて長期的に少しずつ戦略的に持っていって、そしてコストと実態を勘案しながらという戦

略がいるような気がするんですよね。どうでしょうかね。それとも一律で強権的にやったほ

うがいいのかな。 

  ○小川委員  ただ、話ができる相手がいないと、話にならない。 

  ○郡嶌会長  そうですね。おっしゃるとおり、そこはやらなければいけないと思いますね。 

 ○小川委員  テナントビルでも、例えば飲食店が10軒入っていましたと。そんなビルは、

何も管理してませんからね。各々勝手にごみを出して、勝手に収集されておさまっているだ

けなので、大阪市の方が行って説明しようと思っても、10軒説明するのか。そこはオーナー

ではないですから、「我々とは何の関係もありませんよ」という話が出てくるでしょうしね。

そういう話ができる対象の相手をつくっておかないと、あるものについて攻めようと思って

も攻められないという問題が起きてくると思いますね。 
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 ○郡嶌会長  ごみの量の把握と管理責任者ぐらいは 1,000㎡なら 1,000㎡でやっていって、

それを具体的に実施していく段階で、すぐにみんなするのではなくて、ある程度年度ごとに

重点的なところから、効果のあるところから指導される。そして、先ほど服部先生がおっしゃっ

たように、指導するという形を含めてやっていく体制をつくっていかないと、皆さん方のご

意見をうかがうと、一斉にするというのはちょっと難しいような気がします。小川さんがおっ

しゃったような形で、今後、リサイクルなりを進めていく上における最低限の対応相手とい

いますか、いわゆる排出者への対応をちゃんとするためには、管理者というものを求めると

いう形はあり得るだろうと思います。そこら辺の戦略をちょっと考えて、次の時に最終的な

まとめの中に出していただいて、少しシェイプアップするというのもあるだろうと思います。

よろしく検討のほうをお願いします。 

  ○東元専門委員  この審議会にはなじまないかもわかりませんが、こういう実情も、大阪

市さん、広報か何かを利用して知らせていただきたいと思います。と言いますのは、今、非

常にペットブームでしてね。私はペットを飼っていないのですけれども、ある飲料メーカー

さんの営業所に、私、仕事で出入りさせていただいていて、いわゆる街頭にある自動販売機

の横にプラスチックのごみ箱を置いていますが、あそこに最近、ペットの糞がすごくよく入っ

ているんです。 

  なぜそれがわかるかと言うと、当然回収をさせていただいて、うちの営業所へ持ち帰って、

袋を全部開けて手選別するんですよ。開けると、私も実際それを見ているのですけれども、

小さなコンビニの袋に入っているんです。たぶんベンダーさんも回収される時に見ておられ

るとは思いますけれども、そこまでは運転手さんはされないので、我々がそれを回収してやっ

ているのですけど、これが今非常に多いです。すべてのメーカーさんとは言わないですけれ

ども、たまたまかもわからないですけど、毎日のようにそういうのが入っていると、正直言っ

てやるほうも大変ですし、それこそごみにしてしまっているんですよ。もうリサイクルでき

ない。 

大阪市としては、そういうマナーももっとやっていかないといけない。確かにシステムを

つくるのも大事ですけど、排出者とか市民がちょっとずつ優しい考え方になってもらったら、

こういうことももっと進んでいくのと違うかなと私は思うので、この機に、余談ですけど、

ぜひ大阪市のほうでペットの糞の処理を考えていただきたいと思います。すみませんが、よ

ろしくお願いします。 

  ○郡嶌会長  そういう実情があるとは思わなかったですね。今、一生懸命北京や上海がオ
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リンピックとか万博のためにマナー向上の文明的何とかというのをやっていますけど、大阪

市もいよいよそういう形でやっていかなければいけないのかなあという気がしました。 

  いずれにしましても、今日、より具体的な形で皆さん方からご意見をいただいたと思いま

す。それから、犬の糞については、スイスなんかは犬用の収集のものをところどころに置い

ているんですね。それがいいのか、それともむしろ持ち帰りという形を徹底するのか、どっ

ちかやらないとだめですね。どれだけ今、大阪市の中でペットを飼われているのか、そこら

の実態的なことも調べないといけないですけれども、ペットの愛好家がそういうことをやっ

ているとは知りませんでした。 

  他にございますでしょうか。よろしゅうございますか。 

  それでは、今日の論点につきましては、かなりご議論いただいたと思いますので、それを

踏まえた上で、また整理をして、引き続き検討していきたいと思います。本日はこれで閉会

したいと思いますけれども、最後に事務局から、今後のスケジュール等、よろしくお願いし

ます。 

  ○辻課長  すみません、最後に１つ。資料３について、ご報告だけ。 

 資料３は、一般廃棄物処理基本計画の進捗状況ということで、平成18年度の分を報告させ

ていただいております。一番右下に年間の総計を書いております。平成17年度の実績が 160

万 9,000ｔで、18年度が 159万 8,000ｔということで、99.4％。収集量という状況になって

おります。 

  特に留意いただきたいのは、上から４つ目に粗大ごみがございます。粗大ごみは、10月か

ら有料化しました関係で、年平均いたしますと 149％となっております。大きくこのパーセ

ンテージが上がっているのは、粗大ごみの有料化に伴う駆け込みの需要がたくさんあったこ

とが大きな原因になっております。実際に12月を見ていただきますと、そういう駆け込みが

済みますと47.9％まで減ります。今は67～68％のところで推移しています。有料化になった

ということで、ほぼこのぐらいの減量でずっとこれからいくのではないかと思っております。

また一方で、有料化した関係で、お家の中にまだごみとして出すのを躊躇されているような

粗大ごみがたくさん残っているのではないかと思われます。 

 それから、業者収集の関係はかなり減っておりまして、これは排出源の指導なり各事業者

さんのご協力なり、９月から搬入手数料を上げたとか、いろんな要素もございますので減っ

ているということでございます。 

 これは収集量でございますので、実際に基本計画の減量目標としております焼却量につき
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ましては、ここには出ておりませんけれども、155.44ということで、目標としております数

値はクリアーできておりますので、ご報告しておきたいと思います。また、この結果につき

ましては市民の方に周知できるように取り扱ってまいりたいと思います。以上でございます。 

  それでは、先ほど郡嶌先生から言われました次の審議会でございますけれども、ご承知の

とおり８月は世界陸上がございますので、９月の３日からの週でどこかお時間をいただけた

らと思います。 

                 （日程調整） 

 ○郡嶌会長 次回は、９月４日午後ということで、よろしくお願いします。 

 先ほどおっしゃったように、我々の任期が切れますけれども、９月４日の時はどうなりま

すか。 

 ○辻課長 ８月８日までが任期になっております。次回９月４日にはいくらか変わられる

方がおられます。大阪市の審議会委員の選出の指針がありまして、今のところ、交替という

ことでお願いしておりますのは、百貨店協会の今岡さんと生協からご選出いただいておりま

す山田さん、それから合理化協会の有年さんです。 

 ○郡嶌会長 団体からの方ですね。 

 ○辻課長 団体からの方が交替ということになると思います。あとの方につきましては、

ちょっと調整をしております。 

 交替いただく委員の皆様には非常に長い間、審議にご参加、ご協力いただきまして、本当

にありがとうございました。 

 ○郡嶌会長 山田さん、有年さん、今岡さん、ありがとうございました。またそれぞれの

ところから出していただけたらと思います。 

 それでは、どうもありがとうございました。 

 ○縣課長代理 郡嶌先生はじめ委員の皆様、長時間にわたり、誠にありがとうございまし

た。引き続き、次回もよろしくお願いいたします。 

              閉 会  午後４時10分 
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